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■
国
民
健
康
保
険
の
前
期
高
齢
者
の
場
合

同
じ
世
帯
の
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
全

員
と
世
帯
主（
保
険
証
の
表
面
に
名
前
の

あ
る
人
）が
市
民
税
非
課
税�
表
の
区
分

Ⅱ　

区
分
Ⅱ
の
条
件
を
満
た
し
、
所
得
が

基
準
額
以
下�
表
の
区
分
Ⅰ　

※
前
期
高

齢
者
と
は
、
老
人
保
健
に
該
当
し
な
い　
７０

歳
以
上
の
人
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

■
老
人
保
健
の
該
当
者
の
場
合

同
じ
世
帯
の
全
員
が
市
民
税
非
課
税�
表

の
区
分
Ⅱ　

区
分
Ⅱ
の
条
件
を
満
た
し
、

所
得
が
基
準
額
以
下�
表
の
区
分
Ⅰ

基
準
額　

世
帯
の
各
所
得
が
必
要
経
費
･

控
除（
年
金
の
所
得
は
控
除
額
を　

万
円

６５

と
し
て
計
算
）を
差
し
引
い
た
と
き
に
０

円
と
な
る
額

〈
手
続
き
に
必
要
な
も
の
〉

　

保
険
証
、
老
人
保
健
法
医
療
受
給
者
証

（
老
人
保
健
の
該
当
者
の
み
）、医
療
費
の

領
収
書
な
ど
入
院
日
数
が
確
認
で
き
る
書

類（　

日
以
上
入
院
し
て
い
る
場
合
）、標

９１
準
負
担
額
減
額
認
定
証（
現
在
お
持
ち
の

人
）

〈
認
定
を
受
け
る
と
減
額
に
〉

　

減
額
認
定
を
受
け
る
と
、
医
療
機
関
に

　

市
で
は
、
医
療
機
関
へ
入
院
し
た
場
合

に
支
払
う
一
部
負
担
金
の
限
度
額
適
用
と

食
事
代
の
標
準
負
担
額
減
額
認
定
の
申
請

を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

次
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
人
で
入
院

し
て
い
る
人
、
入
院
す
る
予
定
の
あ
る
人

は
、
８
月　

日�
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ

３１

さ
い
。

　

な
お
、
現
在
交
付
し
て
い
る
減
額
認
定

証
は
、
７
月　

日�
で
有
効
期
限
が
切
れ

３１

ま
す
。
期
限
の
切
れ
た
認
定
証
は
必
ず
お

返
し
く
だ
さ
い
。

〈
条
件
〉

■
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
の
場
合

同
じ
世
帯
の
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
全

員
と
世
帯
主（
保
険
証
の
表
面
に
名
前
の

あ
る
人
）が
市
民
税
非
課
税

入
院
し
た
際
に
支
払
う
食
事
代
や
一
部
負

担
金
の
限
度
額（
老
人
保
健
・
前
期
高
齢

者
の
該
当
者
の
み
）が
左
表
の
通
り
減
額

と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
入
院
日
数
が
、
申

請
す
る
月
を
含
み
過
去　

か
月
の
間
に　

１２

９１

日
以
上
の
場
合
は
、
再
び
申
請
す
る
と
さ

ら
に
減
額
と
な
り
ま
す
。（
老
人
保
健
・
前

期
高
齢
者
の
区
分
Ⅰ
該
当
者
を
除
く
）　

問
い
合
わ
せ
▼
国
保
年
金
課

食事代

認定を受けていて入院日数が
通常

９１日以上９１日未満

５００円６５０円

７８０円

国民健康保険

５００円６５０円区分Ⅱ老人保健・

前期高齢者 ３００円区分Ⅰ

医療費の一部負担金限度額

限度額適用

４万０２００円通常
老人保健・

前期高齢者
２万４６００円区分Ⅱ

１万５０００円区分Ⅰ

※老人保健・前期高齢
者のみ適用です。

高
齢
受
給
者
・
老
人
医
療
受
給
者
の

一
部
負
担
金
の
負
担
区
分
を
再
判
定

し
ま
す

　

平
成　

年
度
所
得（
平
成　

年
中

１７

１６

の
所
得
）に
よ
り
再
判
定
し
ま
す
。

平
成　

年
８
月
診
療
分
か
ら
所
得
基

１７

準
額
が　

万
円
以
上
か
ら　

万
円
以

１２４

１４５

上
に
変
わ
り
ま
す
。
負
担
区
分
の
変

わ
る
人
に
は
新
し
い
受
給
者
証
を
７

月
下
旬
に
送
り
ま
す
。
今
ま
で
使
っ

て
い
た
受
給
者
証
は
国
保
年
金
課
へ

お
返
し
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
一
部
負
担
金
の
割
合
が
２

割
に
変
わ
っ
た
人
で
も
、
年
収
が
夫

婦
二
人
世
帯
で　

万
円
未
満
、
単
身

６２１

世
帯
で　

万
円
未
満
の
人
は
、
申
請

４８４

を
し
て
認
め
ら
れ
る
と
１
割
に
変
わ

り
ま
す
。


